
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
予防接種台帳（健康情報システム） 

 

行政機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民部母子健康センター 

個人情報ファイルの利用目的 予防接種法に基づく定期予防接種の管理 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 性別、5 電話番

号、6 家族情報、7 接種した医療機関、8 接種した予

防接種の種類、9 接種したワクチンロット番号接種した

ワクチン量、10 接種した回数、11 定期予防接種を受け

る本人 

記録範囲 
定期予防接種を受けた者 

（除票者含む） 

記録情報の収集方法 
予防接種法に基づく定期予防接種について、医療機関が予

診票に結果を記入する。 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 厚生労働省、埼玉県 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名称）熊谷市総務部庶務課 

（所在地）360-8601 熊谷市宮町二丁目４７番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法律又

はこれに基づく命令の規定による特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第６０条第２項第１

号（電子処理ファイル） 
□ 法第６０条第２項第２

号（マニュアル処理ファイ

ル） 
令第２０条第７項に該当す

るファイル □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名在地称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 



記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
規定なし 

備考  



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 休日・夜間急患診療所カルテシステム（医科） 

行政機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民部母子健康センター 

個人情報ファイルの利用目的 
患者に係る情報を一体的に管理し、受付業務・診療業務・

会計業務・レセプト請求業務を処理するため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 年齢、5 生年月

日、6 電話番号、7 国籍、8 続柄、9 来所手段、10 

身体情報、11 被保険者証記号・番号、12 被保険者氏

名、13 資格取得日、14 保険者所在地、15 保険者名称 

記録範囲 休日・夜間急患診療所（医科）を受診した者 

記録情報の収集方法 
受診者から提出される問診票及び健康保険証から入力す

る。 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 
埼玉県国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基

金（埼玉支部） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名称）熊谷市総務部庶務課 

（所在地）360-8601 熊谷市宮町二丁目４７番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法律又

はこれに基づく命令の規定による特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第６０条第２項第１

号（電子処理ファイル） 
□ 法第６０条第２項第２

号（マニュアル処理ファイ

ル） 
令第２０条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名在地称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 



記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
規定なし 

備考  



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 大人の風しん予防接種費用助成 名簿 

行政機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民部母子健康センター 

個人情報ファイルの利用目的 大人の風しん予防接種費用助成の管理 

記録項目 

1 氏名、2 生年月日、3 年齢、4 住所、5 電話番

号、6 検査方法、7 抗体価、8 接種した医療機関、9 

接種日、10 接種費用、11 接種したワクチンの種類、12 

代理人 

記録範囲 大人の風しん予防支援事業助成金交付申請をした者 

記録情報の収集方法 
申請者から提出される、大人の風しん予防支援事業助成金

交付申請書から入力する。 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 埼玉県 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名称）熊谷市総務部庶務課 

（所在地）360-8601 熊谷市宮町二丁目４７番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法律又

はこれに基づく命令の規定による特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第６０条第２項第１

号（電子処理ファイル） 
□ 法第６０条第２項第２

号（マニュアル処理ファイ

ル） 
令第２０条第７項に該当す

るファイル □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名在地称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
規定なし 

備考  



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 汎用型台帳システム（出産・子育て応援事業） 

行政機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民部母子健康センター 

個人情報ファイルの利用目的 出産・子育て応援給付金の申請受付、支給管理をするため 

記録項目 
1 氏名、2 子の氏名、3 妊娠届出日、4 出産日、5 

住所、6 電話番号、7 口座、8 面談日、9 身分証 

記録範囲 出産・子育て応援給付金を申請した者 

記録情報の収集方法 申請者から提出される、申請書から入力する。 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名称）熊谷市総務部庶務課 

（所在地）360-8601 熊谷市宮町二丁目４７番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法律又

はこれに基づく命令の規定による特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第６０条第２項第１

号（電子処理ファイル） 
□ 法第６０条第２項第２

号（マニュアル処理ファイ

ル） 
令第２０条第７項に該当す

るファイル □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名在地称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
規定なし 

備考  



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 母子保健事業(健康情報システム） 

行政機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民部母子健康センター 

個人情報ファイルの利用目的 
妊婦、産婦、乳幼児の管理、統計、報告に関する事務を行

うため 

記録項目 

1 氏名、2 生年月日、3 住所、4 保健指導区分、5 

受診日、6 実施場所、7 身体計測値、8 問診、9 診察

判定、10 事後指導、11 子育て支援の必要性、12 妊娠

届出日、13 分娩予定日、14 初経妊区分、15 妊娠回

数、16 医療機関、17 ハイリスク区分、18 手帳番号、

19 新生児聴覚スクリーニング検査結果、20 訪問日 

記録範囲 母子保健事業を利用した者 

記録情報の収集方法 
妊娠届、妊婦・産婦健診助成券、乳幼児健診受診票、一環

カルテ記録、医療機関からの連絡票 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名称）熊谷市総務部庶務課 

（所在地）360-8601 熊谷市宮町二丁目４７番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法律又

はこれに基づく命令の規定による特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第６０条第２項第１

号（電子処理ファイル） 
□ 法第６０条第２項第２

号（マニュアル処理ファイ

ル） 
令第２０条第７項に該当す

るファイル □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名在地称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 



記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
規定なし 

備考  



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
子育て世代包括支援センター母子保健型（くまっこるー

む、くまっこるーむ母子健） 

行政機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民部母子健康センター 

個人情報ファイルの利用目的 
妊娠届出書を出された妊婦、転入してきた妊婦の相談、支

援を行うため。 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 生年月日、5 妊娠

届出日、6 出産予定日、7 出産日、8 職業、職歴、9 

妊娠回数、10 婚姻状況、11 家族構成、12 医療機関

名、13 子の氏名、14 初経妊区分、15 面談日、16 母

子手帳番号、17 ハイリスク区分、18 支援プランの有

無、19 相談方法、20 相談内容 

記録範囲 妊娠届出をした妊婦及びその家族 

記録情報の収集方法 妊娠届出時のアンケート記載内容や面談、電話での聴取 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名称）熊谷市総務部庶務課 

（所在地）360-8601 熊谷市宮町二丁目４７番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法律又

はこれに基づく命令の規定による特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第６０条第２項第１

号（電子処理ファイル） 
□ 法第６０条第２項第２

号（マニュアル処理ファイ

ル） 
令第２０条第７項に該当す

るファイル □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名在地称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 



記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
規定なし 

備考  



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
妊産婦健康診査新生児聴覚スクリーニング検査助成 

償還払い台帳、決定通知書 

行政機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民部母子健康センター 

個人情報ファイルの利用目的 
妊産婦健康診査新生児聴覚スクリーニング検査助成の償還

払い台帳、決定通知書にて償還払いの支払いを行うため。 

記録項目 
1 妊産婦氏名、2 申請者氏名、3 住所、4 電話番号、

5 医療機関名、6 申請金額、7 助成決定金額 

記録範囲 
妊産婦健康診査新生児聴覚スクリーニング検査助成償還払

いを希望した者 

記録情報の収集方法 電話聴取、申請書類 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名称）熊谷市総務部庶務課 

（所在地）360-8601 熊谷市宮町二丁目４７番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法律又

はこれに基づく命令の規定による特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第６０条第２項第１

号（電子処理ファイル） 
□ 法第６０条第２項第２

号（マニュアル処理ファイ

ル） 
令第２０条第７項に該当す

るファイル □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名在地称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
規定なし 

備考  



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 養育支援連絡票台帳 

行政機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民部母子健康センター 

個人情報ファイルの利用目的 医療機関からの連絡票の収受の管理、県への報告のため 

記録項目 

1 母氏名、2 生年月日、3 年齢、4 児氏名、5 児生

年月日、6 医療機関名、7 収受日、8 医療機関判定、9 

連絡理由、10 実際に対応した内容、11 支援内容、12 

他機関との連絡の有無、13 児相との連携、14 報告日、

15 今後の方針、16 地区、17 担当保健師 

記録範囲 医療機関から連絡票が来た者 

記録情報の収集方法 
養育支援連絡票、ハイリスク新生児連絡票、産婦健診連絡

票 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名称）熊谷市総務部庶務課 

（所在地）360-8601 熊谷市宮町二丁目４７番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法律又

はこれに基づく命令の規定による特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第６０条第２項第１

号（電子処理ファイル） 
□ 法第６０条第２項第２

号（マニュアル処理ファイ

ル） 
令第２０条第７項に該当す

るファイル □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名在地称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
規定なし 

備考  


